
�愛媛県告示第１４００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西

条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）コメリパワー西条店

西条市飯岡１３８６ 他

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コメリ

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

代表取締役 捧 雄一郎

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コメリ

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

代表取締役 捧 雄一郎

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２０年７月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１５，５００平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５７４台

イ 駐輪場の収容台数

５０台

ウ 荷さばき施設の面積

７３６．８０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

４６．６４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前７時 閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成１９年７月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部

商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に

供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１４０２号
中小企業等協同組合法施行規程を次のように定める。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

中小企業等協同組合法施行規程

（趣旨）

第１条 この規程は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１

号。以下「法」という。）及び中小企業等協同組合法施行規則（平

成１９年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省令第１号。以下「規則」という。）の規定に基づき行

政庁が定めることとされている基準に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（既発生未報告支払準備金）

第２条 規則第１１８条第１項第２号の行政庁が定める金額は、共済

規程（法第９条の６の２第１項に規定する共済規程をいう。以下

同じ。）に基づく共済の種類ごとに、それぞれ次の各号に掲げる

金額を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下

回った場合には、零とする。

� 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以下「対象事業年

度」という。）の前事業年度末の既発生未報告支払準備金積立

所要額（次項に規定する既発生未報告支払準備金積立所要額を

いう。以下この条及び次条において同じ。）に、対象事業年度

の共済金支払額及び普通支払準備金の額（規則第１１８条第１項

第１号に掲げる金額をいう。以下同じ。）（以下「共済金支払

額等」という。）を対象事業年度の前事業年度の共済金支払額

等で除して得られた率を乗じて得られた金額

� 対象事業年度の２事業年度前の事業年度末の既発生未報告支

払準備金積立所要額に、対象事業年度の共済金支払額等を対象

事業年度の２事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して

得られた率を乗じて得られた金額

� 対象事業年度の３事業年度前の事業年度末の既発生未報告支

払準備金積立所要額に、対象事業年度の共済金支払額等を対象

事業年度の３事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して

得られた率を乗じて得られた金額

２ 既発生未報告支払準備金積立所要額は、その計算の対象となる

各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年

度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業

年度の普通支払準備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支

�愛媛県告示第１４０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

アイソウ伊予本店 伊予市下吾川馬塚１２
１４番地２外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １１，２３１� １３，２８１� 平成２０年

３月３１日
平成１９年
７月３０日

駐輪場の位置 店舗棟北西側 店舗棟北側

荷さばき施設の位置及び面積 １８０� ６９５�

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後７時３０分 午後９時 平成１９年

１１月２０日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時から午後７
時４０分まで

午前９時から午後９
時３０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前８時から午後７
時３０分まで

午前７時から午後７
時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号

８９９



払準備金の額を控除した額をいう。

（自動車共済契約の既発生未報告支払準備金の算出）

第３条 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約

（責任共済等（法第９条の６の２第３項に規定する責任共済等を

いう。）の契約を除く。）の既発生未報告支払準備金積立所要額

は、共済掛金率の算出基礎を同じくする共済の目的の区分ごとに、

前条の規定により算出することができる。

（異常危険準備金の積立基準）

第４条 規則第１１９条第５項第１号に掲げる異常危険準備金（以下

「異常危険準備金�」という。）は、共済規程に基づく共済の種
類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定め

る額の合計額以上を積み立てるものとする。

� 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡（死亡の原因を

問わないすべての死亡をいう。以下同じ。）に係る危険共済金

額（共済金の共済契約上の額面金額から共済掛金積立金を差し

引いた金額をいう。以下同じ。）に１，０００分の０．０６を乗じて得

た額

� 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額（不慮

の事故により死亡した場合に支払われる給付金の共済契約上の

額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に１，０００分の０

．００６を乗じて得た額

� 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金（生存を事由と

して年金を支払うことを主たる目的とする共済（共済契約者が

法人であるものを除く。）をいう。以下同じ。）に係る共済掛

金積立金の金額に１，０００分の１を乗じて得た額

� 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額（災

害により入院した場合の１日当たりに支払われる給付金の共済

契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に１，０

００分の１６を乗じて得た額

� 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額（疾

病により入院した場合の１日当たりに支払われる給付金の共済

契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に１，０

００分の４０を乗じて得た額

� 火災リスク、自動車リスク、傷害リスク及び風水災害リスク

当該事業年度におけるそれぞれのリスクに係る正味収入危険

共済掛金（正味収入共済掛金（アに掲げる金額からイに掲げる

金額を控除した金額をいう。以下同じ。）のうち危険掛金部分

に相当する金額をいう。以下同じ。）に１，０００分の５０を乗じて

得た額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第５７条の５第

１項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上

損金の額に算入することができる限度額（以下「算入限度額」

という。）を下回る場合にあっては、算入限度額）

ア 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確

定した共済掛金（当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払

い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額）

及び再共済返戻金又は再保険返戻金の合計額

イ 当該事業年度に支払った、又は支払うべきことの確定した

再共済掛金又は再保険料及び解約返戻金の合計額

� 生命共済契約（規則第１５条第１項第１号に規定する生命共済

契約をいう。以下同じ。）及び身体障害共済契約（同項第６号

に規定する身体障害共済契約をいう。以下同じ。）に係るその

他のリスク 共済規程に定める額（共済規程に記載のないもの

については、当該事業年度の正味収入危険共済掛金（前各号に

掲げるリスクに係る共済掛金を除く。）に１，０００分の３４を乗じ

て得た額）

	 損害共済契約（規則第１５条第１項第５号に規定する損害共済

契約をいう。以下同じ。）に係るその他のリスク 共済規程に

定める額（共済規程に記載のないものについては、当該事業年

度の正味収入危険共済掛金（前各号に掲げるリスクに係る共済

掛金を除く。）に１，０００分の５０を乗じて得た額）

２ 規則第１１９条第５項第２号に掲げる異常危険準備金（以下「異

常危険準備金
」という。）は、規則第１２４条第２号に掲げる額
に１，０００分の１００を乗じて得た額及び責任準備金（同号の予定利

率リスクを有するものに限る。次条第２項において同じ。）の金

額に１，０００分の１を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるもの

とする。

３ 異常危険準備金�又は異常危険準備金
のうち、次条の積立限
度額を超えることにより積み立てない額がある場合には、これを

他の異常危険準備金に積み立てることができるものとする。

（異常危険準備金の積立限度）

第５条 異常危険準備金Ｉの積立ては、共済規程に基づく共済の種

類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定

める額の合計額を限度とする。ただし、自然災害を担保する共済

契約その他積立限度を設けることが適当でない共済契約について

は、積立限度を設けないものとする。

� 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済

金額に１，０００分の０．６を乗じて得た額

� 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額に１，０

００分の０．０６を乗じて得た額

� 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金に係る共済掛金

積立金の金額に１，０００分の１０を乗じて得た額

� 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額に１

，０００分の１６０を乗じて得た額

� 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額に１

，０００分の４００を乗じて得た額

� 火災リスク、自動車リスク及び傷害リスク 当該事業年度の

正味収入危険共済掛金に２を乗じて得た額

� 生命共済契約及び身体障害共済契約に係るその他のリスク

共済規程に定める額（共済規程に記載のないものについては、

当該事業年度の正味収入危険共済掛金（前各号に掲げるリスク

に係る共済掛金を除く。）に１，０００分の３４０を乗じて得た額）

	 損害共済契約に係るその他のリスク 共済規程に定める額

（共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の正味

収入危険共済掛金（前各号に掲げるリスクに係る共済掛金を除

く。）に２を乗じて得た額）

２ 異常危険準備金
の積立ては、規則第１２４条第２号に掲げる額
及び責任準備金の金額に１００分の３を乗じて得た額の合計額を限

度とする。

（異常危険準備金の取崩基準）

第６条 異常危険準備金Ｉは、次に掲げる場合を除き、取り崩して

はならない。

� 危険差損（実際の危険率が予定危険率より高くなった場合に

生ずる損失をいう。以下同じ。）がある場合において、当該危

険差損のてん補に充てるとき。

� 租税特別措置法第５７条の５第７項の規定に基づき異常危険準

備金の金額の一部が益金の額に算入されたことにより税負担が
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生じた場合において、当該税負担に充てるとき。

� 異常危険準備金�の一部を財源として契約者割戻し（法第５８
条第６項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。）を行う

場合において、当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充

てるとき。

２ 異常危険準備金�は、次に掲げる場合を除き、取り崩してはな
らない。

� 利差損（資産運用による実際の利回りが予定利率より低くな

った場合に生ずる損失をいう。以下同じ。）がある場合におい

て、当該利差損のてん補に充てるとき。

� 異常危険準備金�の一部を財源として契約者割戻しを行う場
合において、当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充て

るとき。

（共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準）

第７条 法第５８条の４の規定により行政庁が定める共済金等の支払

能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式によ

り得られる比率が２００パーセント以上であることとする。

法第５８条の４第１号に掲げる額

（法第５８条の４第２号に掲げる額）×
１

２

（出資金、準備金等の計算）

第８条 規則第１２３条第１項第４号の行政庁が定める率は、１００分

の９０（特定共済組合（法第９条の２第７項に規定する特定共済組

合をいう。）及び特定共済組合連合会（法第９条の９第４項に規

定する特定共済組合連合会をいう。）（以下「特定共済組合等」

と総称する。）が有するその他有価証券（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。以下「財

務諸表等規則」という。）第８条第２１項に規定するその他有価証

券をいう。以下同じ。）の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額

の合計額を下回る場合には、１００分の１００）とする。

２ 規則第１２３条第１項第５号の行政庁が定める率は、１００分の８５

（特定共済組合等が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合に

は、１００分の１００）とする。

３ 規則第１２３条第１項第６号の行政庁が定めるものは、次の各号

に掲げるものとし、当該定めるものの額は、それぞれ当該各号に

定める額とする。

� 解約返戻金等超過額 将来の共済金等及び契約者割戻しの支

払に備えて積み立てている準備金のうち、保有する共済契約が

共済事故未発生のまま消滅したとして計算した共済金等の支払

相当額及び共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額

の合計額を超える額

� 将来利益（将来の契約者割戻しの額を引き下げることにより

リスク対応財源として期待できる利益をいう。） 直近の５事

業年度の契約者割戻準備金繰入額の平均値に相当する額又は直

近の事業年度の契約者割戻準備金繰入額のいずれか小さい額に

１００分の５０を乗じた額

� 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこと等によりリス

ク対応財源として期待できるものの額をいう。） 次の算式に

より得られる額（繰延税金資産（税効果会計（規則第７６条第１

項第２号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。）の適用に

より資産として計上されるものをいう。以下同じ。）の額が零

である特定共済組合等（繰延税金資産の算定に当たり繰延税金

資産から控除された額があるものに限る。）にあっては、零と

する。）

Ａ×
ｔ

（１－ｔ）

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定

めるとおりとする。

Ａ 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から、剰余金の

処分として支出する額及び利益準備金に積み立てる額並

びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額（当

該控除した額が零未満となる場合には、零とする。）

ｔ 繰延税金資産及び繰延税金負債（税効果会計の適用に

より負債として計上されるものをいう。以下同じ。）の

計算に用いた法定実効税率（財務諸表等規則第８条の１２

第１項第２号に規定する法定実効税率をいう。）

（リスクの合計額）

第９条 規則第１２４条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として

計算した額は、次の算式により計算した額とする。

リスクの合計額＝［（Ｒ１）２＋（Ｒ３＋Ｒ４）２］１／２＋Ｒ２＋Ｒ５

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定め

るとおりとする。

Ｒ１ 一般共済リスク相当額（次条第１項第１号に掲げる額を

いう。）

Ｒ２ 巨大災害リスク相当額（次条第１項第２号に掲げる額を

いう。）

Ｒ３ 予定利率リスク相当額（規則第１２４条第２号に掲げる額

をいう。）

Ｒ４ 財産運用リスク相当額（規則第１２４条第３号に掲げる額

をいう。）

Ｒ５ 経営管理リスク相当額（規則第１２４条第４号に掲げる額

をいう。）

（各リスクの計算）

第１０条 規則第１２４条第１号に掲げる額は、次に掲げる額を合計し

て計算するものとする。

� 一般共済リスク相当額として、別表第１の左欄に掲げるリス

クの種類ごとの同表の中欄に定めるリスク対象金額に、それぞ

れ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき、

次の算式により計算した額

｛（［（Ａ＋Ｂ）２＋Ｃ２］１／２＋Ｄ＋Ｅ＋Ｈ＋Ｉ）２＋Ｆ２＋Ｇ２＋Ｊ２｝１／２

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定

めるとおりとする。

Ａ 普通死亡リスク相当額

Ｂ 災害死亡リスク相当額

Ｃ 生存保障リスク相当額

Ｄ 災害入院リスク相当額

Ｅ 疾病入院リスク相当額

Ｆ 火災リスク相当額

Ｇ 自動車リスク相当額

Ｈ 傷害リスク相当額

Ｉ その他のリスク（生命及び身体障害（ＡからＨまでの

リスクを除く。））相当額

Ｊ その他のリスク（損害（ＡからＩまでのリスクを除

く。））相当額

� 巨大災害リスク相当額として、次に掲げるリスク相当額のう

ちいずれか大きい額
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ア 地震災害リスク相当額（関東大震災が再来したときの推定

支払共済金額から再共済又は再保険回収予想額を控除した額）

イ 風水害リスク相当額（昭和３４年の台風１５号（伊勢湾台風）

に相当する規模の台風が再来したときの推定支払共済金額か

ら再共済又は再保険回収予想額を控除した額）

２ 規則第１２４条第２号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごと

に当該予定利率を別表第２の左欄に掲げる予定利率の区分により

区分し、それぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られ

た数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準

備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

３ 規則第１２４条第３号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

３の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額（貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額を

いう。以下同じ。）にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を

乗じた額を合計して計算するものとする。

４ 規則第１２４条第３号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

４の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リス

ク対象資産の額にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じ

た額を合計して計算するものとする。

５ 規則第１２４条第３号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第

５の左欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリス

ク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれ

ぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算す

るものとする。

６ 規則第１２４条第３号ニに掲げる額は、次に掲げる額を合計して

計算するものとする。

� 再共済又は再保険リスク相当額として別表第６の左欄に掲げ

るリスク対象金額に同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額

� 再共済又は再保険回収リスク相当額として別表第７の左欄に

掲げるリスク対象金額に同表の右欄に定めるリスク係数を乗じ

た額

７ 規則第１２４条第４号に掲げる額は、同条第１号から第３号まで

に規定するリスク相当額の合計額に、別表第８の左欄に掲げる対

象組合の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計

算するものとする。

（貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎と

して計算した金額）

第１１条 規則第１６６条第２項及び第３項の行政庁が定めるところに

より計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金

額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

� 規則第１１９条第１項第２号の異常危険準備金の額

� 将来の共済金等及び契約者割戻しの支払に備えて積み立てて

いる準備金のうち、保有する共済契約が共済事故未発生のまま

消滅したとして計算した共済金等の支払相当額及び共済契約者

に対し契約者割戻しとして割り当てた額の合計額を超える額

� その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額

の差額に係る繰延税金負債に相当する額

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第１（第１０条第１項第１号関係）

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数

普通死亡リスク 危険共済金額 ０．０６パーセント

災害死亡リスク 災害死亡共済金額 ０．００６パーセント

生存保障リスク 個人年金共済期末責任

準備金額

１パーセント

災害入院リスク 災害入院共済金日額×

予定平均給付日数

０．３パーセント

疾病入院リスク 疾病入院共済金日額×

予定平均給付日数

０．７５パーセント

火災リスク 正味経過危険共済掛金

と平均正味発生共済金

額のうちいずれか大き

い額

３３パーセント

自動車リスク １４パーセント

傷害リスク ２６パーセント

その他のリスク

（生命及び身体

障害）

３４パーセント

その他のリスク

（損害）

３４パーセント

備考

１ リスク対象金額は、出再額（再共済又は再保険に付した共

済金額をいう。）を控除した額とする。

２ 正味経過危険共済掛金は、正味収入共済掛金と前事業年度

末未経過共済掛金の合計額から当該事業年度末未経過共済掛

金を控除した額のうち、危険掛金部分に相当する金額をいう。

３ 平均正味発生共済金額は、大規模災害に係る額を除き、直

近３事業年度の正味発生共済金額（正味支払共済金額と当該

事業年度末に積み立てた普通支払準備金の合計額から前事業

年度末に積み立てた普通支払準備金を控除した額をいう。以

下同じ。）の平均額をいう。

４ 前号の正味支払共済金額とは、各事業年度において支払っ

た、又は支払うべきことの確定した共済金の総額（当該事業

年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再共

済金又は再保険金がある場合には、その金額を控除した金額

をいう。）をいう。

５ 第３号に規定する大規模災害とは、火災リスクにおける１

回の災害に対する正味発生共済金額が正味経過危険共済掛金

の３３パーセントを上回る災害をいう。

６ その他のリスク（生命及び身体障害）及びその他のリスク

（損害）について、共済規程に当該リスクに係る算出方法が

記載されている場合には、当該書類に定める方法により計算

した額とする。

別表第２（第１０条第２項関係）

予定利率の区分 リスク係数

０．０パーセントを超え２．０パーセント以下の部分 ０．０１

２．０パーセントを超え３．０パーセント以下の部分 ０．２

３．０パーセントを超え４．０パーセント以下の部分 ０．４

４．０パーセントを超え５．０パーセント以下の部分 ０．６

５．０パーセントを超え６．０パーセント以下の部分 ０．８

６．０パーセントを超える部分 １．０

別表第３（第１０条第３項関係）

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号

９０２



リスク対象資産の区分 リスク係数

国内株式 １０パーセント

外国株式 １０パーセント

邦貨建債券 １パーセント

外貨建債券、外貨建貸付金等 ５パーセント

不動産（国内土地） ５パーセント

備考

１ 外貨建債券、外貨建貸付金等からは、為替予約が付されて

いることにより決済時における邦貨額が確定しているもの及

び外貨建負債残高を控除する。

２ リスク対象資産からは、子会社等（法第６１条の２第２項に

規定する子会社等をいう。以下同じ。）に対する出資金及び

貸付金を除く。

３ 邦貨建債券のうち、財務諸表等規則第８条第２０項に規定す

るものは除く。

別表第４（第１０条第４項関係）

リスク対象資産の区分 リスク係数

貸付金 ランク１ ０パーセント

債券 ランク２ １パーセント

預貯金 ランク３ ４パーセント

ランク４ ３０パーセント

短資取引 ０．１パーセント

備考

１ この表において、「ランク１」、「ランク２」、「ランク

３」及び「ランク４」とは、それぞれ次に定めるとおりとす

る。

� ランク１ 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び

当該機関等の保証するもの並びに貸付等をいう。

ア 最上級格付を有する国の中央政府、中央銀行及び国際

機関

イ ＯＥＣＤ諸国の中央政府及び中央銀行

ウ 我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業

エ アからウまでに掲げる者の保証するもの

オ 共済契約貸付（共済証書貸付、共済掛金振替貸付）

� ランク２ 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び

当該機関等の保証するもの並びに貸付等をいう。

ア ランク１のアに該当しない国の中央政府、中央銀行及

び国際機関

イ 外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業

ウ 我が国及び外国の金融機関

エ ＢＢＢ格相当以上の格付を有する者

オ アからエまでに掲げる者の保証するもの

カ 抵当権付住宅ローン

キ 有価証券、不動産等を担保とする与信

ク 信用保証協会の保証する与信

� ランク３ ランク１及びランク２に該当せず、ランク４

に掲げる事由が発生していない先への与信等をいう。

� ランク４ 破たん先債権、延滞債権、３月以上延滞債権

又は貸付条件緩和債権をいう。

２ 貸付金、債券及び預貯金には、未収収益（未収利息）を含

む。

３ 貸付金には支払承諾見返を含む。

４ リスク対象資産からは、子会社等に対する貸付金を除く。

５ 短資取引の相手先が第１号�に規定するランク４（以下
「ランク４」という。）に相当する状態となった場合には、

リスク係数を３０パーセントとする。

別表第５（第１０条第５項関係）

法人の業務形態
リスク対象

資産の区分
リスク係数

子会社等 国内会社 株式 １０パーセント

貸付金 １．０パーセント

海外法人 株式 １５パーセント

貸付金 ６．０パーセント

国内会社及び海外法人にかか

わらずランク４に該当する子

会社等

株式 １００パーセント

貸付金 ３０パーセント

備考 海外法人に対する邦貨建の貸付金は国内会社に対する貸付

金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対

する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。

別表第６（第１０条第６項第１号関係）

リスク対象金額 リスク係数

規則第１１８条第３項に基づいて積み立て

ないこととした支払準備金及び規則第１

２２条に基づいて積み立てないこととした

責任準備金

１パーセント

備考

１ 自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。

２ 共済の種類ごとに出再割合（再共済又は再保険に付した共

済契約の元受共済契約に対する割合をいう。）が５０パーセン

トを超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク

対象金額についてリスク係数を２パーセントとする。

別表第７（第１０条第６項第２号関係）

リスク対象金額 リスク係数

未収再共済・再保険勘定（自動車損害賠

償責任共済に係る額を除く。）

１パーセント

別表第８（第１０条第７項関係）

対象組合の区分 リスク係数

当期未処理損失を計上している共済事業

実施組合

３パーセント

上記以外の組合 ２パーセント

�������
�愛媛県告示第１４０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松野町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号
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公 告

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４０４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量

（高密度メッシュ標高データ作成作業）

２ 作業期間 平成１９年９月３日から

平成２１年３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第１４０６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

喜多郡内子町知清４４６番１の一部及び４４７番４

２ 申請人の住所氏名

喜多郡内子町知清４４６番地

中岡 幸子

３ 図面省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

住民基本台帳ネットワークシステム県サーバ機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

住民基本台帳ネットワークシステム用機器一式（業務サブシ

ステム、検索サブシステム、共有ディスクアレイ装置、ネット

ワーク機器、業務端末、プリンタ、ラック等、搬入、据付、デ

ータ移行、調整、保守等一式含む）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２０年２月１日から平成２５年１月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

�愛媛県告示第１４０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岩 城 義 治 北宇和郡松野町大字松丸１１０４番地

〃 岡 賢 一 北宇和郡松野町大字延野 １々７５２番地

〃 山 下 晃 受 北宇和郡松野町大字豊岡１１５７番地

〃 平 野 宗 和 北宇和郡松野町大字豊岡３７２４番地

〃 松 本 良 樹 北宇和郡松野町大字富岡３９２番地

〃 村 田 和 宏 北宇和郡松野町大字上家地６００番地

〃 河 野 繁 禧 北宇和郡松野町大字目黒８２１番地

〃 柳 野 大 和 北宇和郡松野町大字吉野７７７番地

〃 村 尾 重 利 北宇和郡松野町大字蕨生９７番地

〃 山 本 泉 北宇和郡松野町大字奥野川５２０番地

〃 岡 武 男 北宇和郡松野町大字吉野２２７番地

〃 布 久 光 北宇和郡松野町大字吉野５８０番地

監 事 岡 本 弘 明 北宇和郡松野町大字蕨生１８９０番地

〃 岡 村 勝 北宇和郡松野町大字延野 １々２０５番地

〃 布 久 光 北宇和郡松野町大字吉野５８０番地

〃 平 野 宗 和 北宇和郡松野町大字豊岡３７２４番地

〃 岩 城 義 治 北宇和郡松野町大字松丸１１０４番地

〃 村 田 和 宏 北宇和郡松野町大字上家地６００番地

〃 森 田 守 北宇和郡松野町大字富岡５７５番地１

〃 太 田 善 英 北宇和郡松野町大字吉野２３７１番地

〃 末 光 光 明 北宇和郡松野町大字豊岡１６７１番地

〃 岡 本 位津夫 北宇和郡松野町大字目黒１０４５番地

〃 芝 實 北宇和郡松野町大字延野 ２々０８５番地

監 事 平 野 峻 市 北宇和郡松野町大字延野 ２々３９５番地

〃 赤 松 末 光 北宇和郡松野町大字吉野２５１５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 武 男 北宇和郡松野町大字吉野２２７番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷２７９番地先から

同市肱川町大谷７９３番３まで
平成１９年８月３１日

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号
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公安委員会訓令

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県総務部新行政推進局市町振興課行政係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２１１

� 入札書の受領期限

平成１９年１０月１０日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年１０月１０日（水）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第６会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Basic Resident Registers

Network System，１ set

� Time limit of tender：１４：００ p．m．，１０ October２００７

� For further information，please contact：Local Administration

Section，Municipalities Promotion Division，New Administrative

Promoting Subdepartment，General Affairs Department，

Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２１１

�愛媛県公安委員会訓令第４号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年８月３１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号
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質屋営業法 １ 第２条第１項の規定による質屋営業の許可申請

書の受理及び許可

２～８ 省略

質屋営業法 １ 第２条第１項の規定による質屋営業の許可

２～８ 省略

省略 省略

風俗営業等

の規制及び

業務の適正

化等に関す

る法律

１・２ 省略

３ 第５条第１項の規定による風俗営業の許可

申請書の受理

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

３６ 省略

３７ 省略

３８ 省略

３９ 省略

４０ 省略

４１ 省略

４２ 省略

４３ 省略

４４ 省略

４５ 省略

４６ 省略

風俗営業等

の規制及び

業務の適正

化等に関す

る法律

１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

３６ 省略

３７ 省略

３８ 省略

３９ 省略

４０ 省略

４１ 省略

４２ 省略

４３ 省略

４４ 省略

４５ 省略

省略 省略

愛 媛 県 報平成１９年８月３１日 第１８９２号
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選挙管理委員会告示

火薬類取締

法

１～５ 省略

６ 第５０条の２第１項の規定により読み替えられ

た第１７条第１項の規定に基づく火薬類の譲渡又

は譲受の許可申請書の受理及び許可

７～１５ 省略

火薬類取締

法

１～５ 省略

６ 第５０条の２第１項の規定により読み替えられ

た第１７条第１項の規定に基づく火薬類の譲渡又

は譲受の許可

７～１５ 省略

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第８２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書に

ついて、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成１９年８月３１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１７年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第一選挙区支部

報告年月日 Ｈ１８．３．３１

１ 収 入 総 額 ８７，９６０，０００円

前年繰越額 １２，８３９，４００円

本年収入額 ７５，１２０，６００円

２ 支 出 総 額 ４８，３０６，５６６円

３ 翌 年 繰 越 額 ３９，６５３，４３４円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（１，２８０人） ４，８６０，６００円

寄附 ４４，２６０，０００円

個人分 ６，７５０，０００円

団体分 ２１，４９０，０００円

政治団体分 １６，０２０，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２６，０００，０００円

自由民主党本部 ２６，０００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

町 野 博 １２０，０００円 松 山 市

高 内 文 保 ２４０，０００円 松 山 市

山 本 硬 ３６０，０００円 松 山 市

竹 田 博 ７０，０００円 松 山 市

鎌 倉 坂 衛 １２０，０００円 伊 予 市

森 洋 一 １２０，０００円 松 山 市

嵜 岡 秀 夫 １２０，０００円 松 山 市

福 井 卓 也 １２０，０００円 松 山 市

清 水 信 行 １２０，０００円 松 山 市
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池 田 喜志高 １２０，０００円 松 山 市

奥 村 昌 美 ５，０００，０００円 東京都千代田区

赤 松 民 泰 １２０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １２０，０００円

（団体分）

トヨタ部品四国共販 ３６０，０００円 松 山 市

タイコム証券 ５００，０００円 大阪府大阪市

うかい １，４６０，０００円 東京都八王子市

経営同友会 ２４０，０００円 東京都港区

南国産業 ７４０，０００円 新 居 浜 市

四国建設機械販売 １２０，０００円 松 山 市

愛橋 １２０，０００円 松 山 市

Ｂ・Ｉ・Ｃ ５００，０００円 大阪府大阪市

ＵＦＪニコス ２００，０００円 東京都文京区

滋慶学園 １２０，０００円 東京都江戸川区

ディスコ １２０，０００円 東京都新宿区

シオザワ １２０，０００円 東京都中央区

クシベウインテック １２０，０００円 香川県三豊郡高瀬町

大王製紙 １，２４０，０００円 東京都中央区

ファースト １２０，０００円 松 山 市

あわしま堂 １２０，０００円 八 幡 浜 市

東京シティ青果 １２０，０００円 東京都中央区

ＯＨＣカーボン １２０，０００円 松 山 市

堀田建設 １２０，０００円 八 幡 浜 市

タカウチスタジオ １２０，０００円 松 山 市

愛媛冷凍冷蔵 １２０，０００円 西 予 市

神戸組 １２０，０００円 松 山 市

ウイン １２０，０００円 松 山 市

奥村設計 １２０，０００円 松 山 市

砥部病院 ２４０，０００円 伊予郡砥部町

石材振興会 １２０，０００円 松 山 市

愛媛県配置薬連盟 １２０，０００円 松 山 市

ヒューマンバンク ２４０，０００円 松 山 市

興国コンクリート ６０，０００円 松 山 市

アテックス １２０，０００円 松 山 市

八松硝子建材 １２０，０００円 松 山 市

エルク １２０，０００円 松 山 市

門屋組 １２０，０００円 松 山 市

清水建材店 １２０，０００円 松 山 市

愛媛県土地家屋調査士会 １２０，０００円 松 山 市

山本製作所 １２０，０００円 松 山 市

エヒメ健診協会 ２４０，０００円 松 山 市

佐伯ビル管理 １２０，０００円 松 山 市

長崎商事 １２０，０００円 松 山 市

金亀建設 １２０，０００円 松 山 市

三亀工業 ２４０，０００円 伊予郡松前町

伊予鉄会館 １２０，０００円 松 山 市

住創 １２０，０００円 松 山 市

レデイ薬局 １２０，０００円 松 山 市

クリエイトサービス １２０，０００円 松 山 市

プロシール ２００，０００円 埼玉県比企郡吉見町

新和工業 １２０，０００円 松 山 市

中藤産業 １２０，０００円 松 山 市
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日興石油 １２０，０００円 松 山 市

伊予鉄�島屋 ６２０，０００円 松 山 市

キスケ １２０，０００円 今 治 市

キクノ １２０，０００円 松 山 市

愛媛土建 １２０，０００円 松 山 市

サークルケイ四国 １２０，０００円 松 山 市

今井石油 １２０，０００円 松 山 市

愛媛庭園 １２０，０００円 松 山 市

大進建設 １２０，０００円 松 山 市

伊予病院 １２０，０００円 伊 予 市

ビージョイ １２０，０００円 松 山 市

有光組 １２０，０００円 松 山 市

スリーボンド ６００，０００円 東京都八王子市

愛媛県卸売酒販組合 １００，０００円 松 山 市

森ビル １，０００，０００円 東京都港区

全国質屋組合連合会 ２００，０００円 東京都千代田区

全国中小小売商団体連絡会 １００，０００円 東京都千代田区

クレジット事業団体協議会 ２００，０００円 東京都千代田区

愛媛日野自動車 ２００，０００円 松 山 市

伊予鉄タクシー １００，０００円 松 山 市

伊予鉄オート １００，０００円 松 山 市

イヨテツケーターサービス １００，０００円 松 山 市

山田屋 １００，０００円 松 山 市

南洋深井薬品 １００，０００円 松 山 市

愛媛県軽自動車協会 ３００，０００円 松 山 市

日本果樹農政協議会 ３００，０００円 東京都大田区

日本専門店会連盟 ２００，０００円 東京都千代田区

ハリマ化成 ２００，０００円 大阪府大阪市

水企画事務所 １００，０００円 松 山 市

全国青色申告会総連合 ３００，０００円 東京都千代田区

中央設計 １２０，０００円 松 山 市

南高井病院 １２０，０００円 松 山 市

森水産 １２０，０００円 松 山 市

マツスイ １２０，０００円 松 山 市

第一開発 １２０，０００円 松 山 市

南松山病院 １２０，０００円 松 山 市

トヨタカローラ愛媛 １２０，０００円 松 山 市

岸本設計工務 １２０，０００円 松 山 市

松山リハビリテーション病院 １２０，０００円 松 山 市

西村商事 １２０，０００円 松 山 市

アグサス １２０，０００円 松 山 市

四電工愛媛支店 １２０，０００円 松 山 市

協和道路 １２０，０００円 松 山 市

河窪建設 １２０，０００円 松 山 市

中四国経済交流事業協同組合 １２０，０００円 松 山 市

高橋建築事務所 １２０，０００円 松 山 市

橋本クリニック １２０，０００円 松 山 市

四国医療サービス １２０，０００円 松 山 市

愛媛ダイハツ販売 １２０，０００円 松 山 市

河原学園 １２０，０００円 松 山 市

フジ １２０，０００円 松 山 市

南海プリント １２０，０００円 松 山 市

インテリアアイソウ １２０，０００円 伊 予 市
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大和酸素工業 １２０，０００円 伊予郡松前町

三宅整形外科病院 １２０，０００円 広島県福山市

丸住ライン １２０，０００円 四国中央市

安藤工業 １２０，０００円 西 条 市

よんやく １２０，０００円 伊予郡砥部町

相中組 １２０，０００円 伊 予 市

丸住製紙 ６００，０００円 四国中央市

丸住興産 １２０，０００円 四国中央市

四国開発フェリー １２０，０００円 西 条 市

年間５万円以下のもの ３９０，０００円

（政治団体分）

愛媛司法書士政治連盟 １２０，０００円 松 山 市

日本医師連盟 １，０００，０００円 東京都文京区

日本薬剤師連盟 ２，０００，０００円 東京都渋谷区

製薬産業政治連盟 ６，０００，０００円 東京都中央区

日本薬業政治連盟 ２，０００，０００円 東京都中央区

日本精神科病院協会政治連盟 ２，６００，０００円 東京都港区

全国中小企業政治協会 ２００，０００円 東京都中央区

日本歯科技工士連盟 １００，０００円 東京都新宿区

日本建築士事務所政経研究会 １００，０００円 東京都中央区

全国クリーニング業政治連盟 ３００，０００円 東京都新宿区

愛媛県石油政治連盟 １００，０００円 松 山 市

日本司法書士政治連盟 １００，０００円 東京都新宿区

愛媛県社会保険労務士政治連盟 ５００，０００円 松 山 市

全国不動産政治連盟 ３００，０００円 東京都千代田区

全国理容政治連盟中央会 ２００，０００円 東京都渋谷区

日本税理士政治連盟 １００，０００円 東京都品川区

ＴＫＣ四国政経研究会 ２００，０００円 香川県高松市

年間５万円以下のもの １００，０００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０，６６８，８９７円

人件費 １，５００，０００円

光熱水費 ８３９，７０９円

備品・消耗品費 ２，５１０，８１２円

事務所費 ５，８１８，３７６円

政治活動費 ３７，６３７，６６９円

組織活動費 ７，６９９，２１２円

機関紙誌の発行その他の事業費 １０，０７７，８５７円

機関紙誌の発行事業費 ６，４８０，４２３円

宣伝事業費 ３，５９７，４３４円

寄附・交付金 １９，８６０，６００円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） １９，８６０，６００円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第一選挙区支部

報告年月日 Ｈ１８．３．３１

１ 収 入 総 額 ８７，９６０，０００円

前年繰越額 １２，８３９，４００円

本年収入額 ７５，１２０，６００円

２ 支 出 総 額 ５４，５７５，４５６円

３ 翌 年 繰 越 額 ３３，３８４，５４４円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（１，２８０人） ４，８６０，６００円

寄附 ４４，２６０，０００円
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個人分 ６，７５０，０００円

団体分 ２１，４９０，０００円

政治団体分 １６，０２０，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２６，０００，０００円

自由民主党本部 ２６，０００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

町 野 博 １２０，０００円 松 山 市

高 内 文 保 ２４０，０００円 松 山 市

山 本 硬 ３６０，０００円 松 山 市

竹 田 博 ７０，０００円 松 山 市

鎌 倉 坂 衛 １２０，０００円 伊 予 市

森 洋 一 １２０，０００円 松 山 市

嵜 岡 秀 夫 １２０，０００円 松 山 市

福 井 卓 也 １２０，０００円 松 山 市

清 水 信 行 １２０，０００円 松 山 市

池 田 喜志高 １２０，０００円 松 山 市

奥 村 昌 美 ５，０００，０００円 東京都千代田区

赤 松 民 泰 １２０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １２０，０００円

（団体分）

トヨタ部品四国共販 ３６０，０００円 松 山 市

タイコム証券 ５００，０００円 大阪府大阪市

うかい １，４６０，０００円 東京都八王子市

経営同友会 ２４０，０００円 東京都港区

南国産業 ７４０，０００円 新 居 浜 市

四国建設機械販売 １２０，０００円 松 山 市

愛橋 １２０，０００円 松 山 市

Ｂ・Ｉ・Ｃ ５００，０００円 大阪府大阪市

ＵＦＪニコス ２００，０００円 東京都文京区

滋慶学園 １２０，０００円 東京都江戸川区

ディスコ １２０，０００円 東京都新宿区

シオザワ １２０，０００円 東京都中央区

クシベウインテック １２０，０００円 香川県三豊郡高瀬町

大王製紙 １，２４０，０００円 東京都中央区

ファースト １２０，０００円 松 山 市

あわしま堂 １２０，０００円 八 幡 浜 市

東京シティ青果 １２０，０００円 東京都中央区

ＯＨＣカーボン １２０，０００円 松 山 市

堀田建設 １２０，０００円 八 幡 浜 市

タカウチスタジオ １２０，０００円 松 山 市

愛媛冷凍冷蔵 １２０，０００円 西 予 市

神戸組 １２０，０００円 松 山 市

ウイン １２０，０００円 松 山 市

奥村設計 １２０，０００円 松 山 市

砥部病院 ２４０，０００円 伊予郡砥部町

石材振興会 １２０，０００円 松 山 市

愛媛県配置薬連盟 １２０，０００円 松 山 市

ヒューマンバンク ２４０，０００円 松 山 市

興国コンクリート ６０，０００円 松 山 市

アテックス １２０，０００円 松 山 市

八松硝子建材 １２０，０００円 松 山 市
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エルク １２０，０００円 松 山 市

門屋組 １２０，０００円 松 山 市

清水建材店 １２０，０００円 松 山 市

愛媛県土地家屋調査士会 １２０，０００円 松 山 市

山本製作所 １２０，０００円 松 山 市

エヒメ健診協会 ２４０，０００円 松 山 市

佐伯ビル管理 １２０，０００円 松 山 市

長崎商事 １２０，０００円 松 山 市

金亀建設 １２０，０００円 松 山 市

三亀工業 ２４０，０００円 伊予郡松前町

伊予鉄会館 １２０，０００円 松 山 市

住創 １２０，０００円 松 山 市

レデイ薬局 １２０，０００円 松 山 市

クリエイトサービス １２０，０００円 松 山 市

プロシール ２００，０００円 埼玉県比企郡吉見町

新和工業 １２０，０００円 松 山 市

中藤産業 １２０，０００円 松 山 市

日興石油 １２０，０００円 松 山 市

伊予鉄�島屋 ６２０，０００円 松 山 市

キスケ １２０，０００円 今 治 市

キクノ １２０，０００円 松 山 市

愛媛土建 １２０，０００円 松 山 市

サークルケイ四国 １２０，０００円 松 山 市

今井石油 １２０，０００円 松 山 市

愛媛庭園 １２０，０００円 松 山 市

大進建設 １２０，０００円 松 山 市

伊予病院 １２０，０００円 伊 予 市

ビージョイ １２０，０００円 松 山 市

有光組 １２０，０００円 松 山 市

スリーボンド ６００，０００円 東京都八王子市

愛媛県卸売酒販組合 １００，０００円 松 山 市

森ビル １，０００，０００円 東京都港区

全国質屋組合連合会 ２００，０００円 東京都千代田区

全国中小小売商団体連絡会 １００，０００円 東京都千代田区

クレジット事業団体協議会 ２００，０００円 東京都千代田区

愛媛日野自動車 ２００，０００円 松 山 市

伊予鉄タクシー １００，０００円 松 山 市

伊予鉄オート １００，０００円 松 山 市

イヨテツケーターサービス １００，０００円 松 山 市

山田屋 １００，０００円 松 山 市

南洋深井薬品 １００，０００円 松 山 市

愛媛県軽自動車協会 ３００，０００円 松 山 市

日本果樹農政協議会 ３００，０００円 東京都大田区

日本専門店会連盟 ２００，０００円 東京都千代田区

ハリマ化成 ２００，０００円 大阪府大阪市

水企画事務所 １００，０００円 松 山 市

全国青色申告会総連合 ３００，０００円 東京都千代田区

中央設計 １２０，０００円 松 山 市

南高井病院 １２０，０００円 松 山 市

森水産 １２０，０００円 松 山 市

マツスイ １２０，０００円 松 山 市

第一開発 １２０，０００円 松 山 市

南松山病院 １２０，０００円 松 山 市
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トヨタカローラ愛媛 １２０，０００円 松 山 市

岸本設計工務 １２０，０００円 松 山 市

松山リハビリテーション病院 １２０，０００円 松 山 市

西村商事 １２０，０００円 松 山 市

アグサス １２０，０００円 松 山 市

四電工愛媛支店 １２０，０００円 松 山 市

協和道路 １２０，０００円 松 山 市

河窪建設 １２０，０００円 松 山 市

中四国経済交流事業協同組合 １２０，０００円 松 山 市

高橋建築事務所 １２０，０００円 松 山 市

橋本クリニック １２０，０００円 松 山 市

四国医療サービス １２０，０００円 松 山 市

愛媛ダイハツ販売 １２０，０００円 松 山 市

河原学園 １２０，０００円 松 山 市

フジ １２０，０００円 松 山 市

南海プリント １２０，０００円 松 山 市

インテリアアイソウ １２０，０００円 伊 予 市

大和酸素工業 １２０，０００円 伊予郡松前町

三宅整形外科病院 １２０，０００円 広島県福山市

丸住ライン １２０，０００円 四国中央市

安藤工業 １２０，０００円 西 条 市

よんやく １２０，０００円 伊予郡砥部町

相中組 １２０，０００円 伊 予 市

丸住製紙 ６００，０００円 四国中央市

丸住興産 １２０，０００円 四国中央市

四国開発フェリー １２０，０００円 西 条 市

年間５万円以下のもの ３９０，０００円

（政治団体分）

愛媛司法書士政治連盟 １２０，０００円 松 山 市

日本医師連盟 １，０００，０００円 東京都文京区

日本薬剤師連盟 ２，０００，０００円 東京都渋谷区

製薬産業政治連盟 ６，０００，０００円 東京都中央区

日本薬業政治連盟 ２，０００，０００円 東京都中央区

日本精神科病院協会政治連盟 ２，６００，０００円 東京都港区

全国中小企業政治協会 ２００，０００円 東京都中央区

日本歯科技工士連盟 １００，０００円 東京都新宿区

日本建築士事務所政経研究会 １００，０００円 東京都中央区

全国クリーニング業政治連盟 ３００，０００円 東京都新宿区

愛媛県石油政治連盟 １００，０００円 松 山 市

日本司法書士政治連盟 １００，０００円 東京都新宿区

愛媛県社会保険労務士政治連盟 ５００，０００円 松 山 市

全国不動産政治連盟 ３００，０００円 東京都千代田区

全国理容政治連盟中央会 ２００，０００円 東京都渋谷区

日本税理士政治連盟 １００，０００円 東京都品川区

ＴＫＣ四国政経研究会 ２００，０００円 香川県高松市

年間５万円以下のもの １００，０００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０，６６８，８９７円

人件費 １，５００，０００円

光熱水費 ８３９，７０９円

備品・消耗品費 ２，５１０，８１２円

事務所費 ５，８１８，３７６円

政治活動費 ４３，９０６，５５９円
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雑 報

組織活動費 ８，３４２，７０４円

機関紙誌の発行その他の事業費 １５，７０３，２５５円

機関紙誌の発行事業費 １０，０９７，１７３円

宣伝事業費 ５，６０６，０８２円

寄附・交付金 １９，８６０，６００円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） １９，８６０，６００円

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１９年８月２２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成１９年８月３１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（宇和島道路・愛媛県宇和島市津島町高田地内から宇和島市寄松字井手口地内まで）及びこれに伴う附帯工事並

びに市道、普通河川及び農業用道路付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県宇
和島市保
田字小谷
口

甲１５２６番
２ 畑 墓地 １９ １９．００ １９．００

不明
ただし、
愛媛県松山市石手白石甲４３番地１

氏原 三和代
又は
愛媛県宇和島市保田甲１０２１番地

藤田 勉

─── ─── ──────

平成１９年８月３１日 発行
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